
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公表特許公報（Ａ） (11)特許出願公表番号

特表2003－515423
(P2003－515423A)

(43)公表日 平成15年5月7日(2003.5.7)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�B  8/06    

   � � � �   8/08    

   �A�6�1�B  8/06    

   � � � �   8/08    

�4�C�3�0�1

�4�C�6�0�1

審査請求 未請求 予備審査請求（全 27数）

(21)出願番号 特願2001－542823(P2001－542823)

(86)(22)出願日 平成12年11月23日(2000.11.23)

(85)翻訳文提出日 平成13年8月7日(2001.8.7)

(86)国際出願番号 PCT/EP00/11645

(87)国際公開番号 WO01/041648

(87)国際公開日 平成13年6月14日(2001.6.14)

(31)優先権主張番号 99403058.3

(32)優先日 平成11年12月7日(1999.12.7)

(33)優先権主張国 欧州特許庁(EP)

(81)指定国 ＥＰ（ＡＴ，ＢＥ，ＣＨ，ＣＹ，

ＤＥ，ＤＫ，ＥＳ，ＦＩ，ＦＲ，ＧＢ，ＧＲ，ＩＥ，Ｉ

Ｔ，ＬＵ，ＭＣ，ＮＬ，ＰＴ，ＳＥ，ＴＲ），ＪＰ

(71)出願人 コーニンクレッカ フィリップス エレク

トロニクス エヌ ヴィ

KONINKLIJKE PHILIP

S ELECTRONICS N.V.

オランダ国  5621  ベーアー  アインドー

フェン  フルーネヴァウツウェッハ  1

(72)発明者 オダイル ボネファウス

オランダ国  5656  アーアー  アインドー

フェン  プロフ  ホルストラーン  6

(74)代理人 弁理士 杉村 興作 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 動脈区分の複合画像列を表示する超音波画像処理方法及びシステム

(57)【要約】
本発明は、心拍周期の関数における血流速度および壁運
動の表示を有する動脈区分の画像の複合列を表示する超
音波画像処理方法において、第１速度において血流速度
色分け画像の第１列（１３１）を形成し、第２速度にお
いて壁運動グラフィックスを有する画像の第２列（２３
１）を形成するステップと、前記複合画像列（３６１）
を、前記第１画像列における前記心拍周期に関する時間
的マーカの第１組（ｎ１，ｎ２）を前記第１画像列にお
いて前記画像の瞬時の関数における１画像あたりの色付
き点の数の曲線（Ｐ（ｎ））の最小点として決定し、前
記第２画像列における同じ心拍周期に関する時間的マー
カの第２組（ｋ１，ｋ２）を前記画像瞬時の関数におけ
る前記動脈平均拡張の曲線（Ｄ（ｋ））における最小点
として決定し、前記第１および第２画像列を前記２つの
組の個々のマーカを同期することによって構成するステ
ップと、前記複合画像列を表示するステップとを含む超
音波画像処理方法に関する。本発明は、前記方法を実行
する超音波診断画像化システムにも関する。用途：超音
波診断画像化システム。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  心拍周期の関数における血流速度および壁運動の表示を有する動

脈区分の画像の複合列を表示する超音波画像処理方法において、

  第１速度において血流速度色分け画像の第１列を形成し、第２速度において壁

運動グラフィックスを有する画像の第２列を形成するステップと、

  前記複合画像列を、前記第１画像列における前記心拍周期に関する時間的マー

カの第１組を前記第１画像列において前記画像の瞬時の関数における１画像あた

りの色付き点の数の曲線の最小点として決定し、前記第２画像列における同じ心

拍周期に関する時間的マーカの第２組を前記画像瞬時の関数における前記動脈平

均拡張の曲線における最小点として決定し、前記第１および第２画像列を前記２

つの組の個々のマーカを同期することによって構成するステップと、

  前記複合画像列を表示するステップとを含む超音波画像処理方法。

【請求項２】  請求項１に記載の超音波画像処理方法において、前記第１速度に

おいて前記血流速度色分け画像を、超音波グレイスケール画像の列および血流速

度色分けマップの列を形成することによって形成するステップと、前記色分けマ

ップを各画像瞬時における前記グレイスケール画像に重ねるステップとを含むこ

とを特徴とする超音波画像処理方法。

【請求項３】  請求項２に記載の超音波画像処理方法において、前記血流速度色

分けマップを、ＣＶＩ血流速度評価技術を使用して決定するステップを含むこと

を特徴とする超音波画像処理方法。

【請求項４】  請求項２に記載の超音波画像処理方法において、前記血流速度色

分けマップを、ドップラー血流速度評価技術を使用して決定するステップを含む

ことを特徴とする超音波画像処理方法。

【請求項５】  請求項２ないし４のいずれか１項に記載の超音波画像処理方法に

おいて、前記時間マーカの第１組の決定に関して、すべての画像瞬時における前

記個々の列画像における色分けマップにおける色付き点の数を計数するステップ

と、前記数によって、前記画像瞬時の関数における１画像あたりの色付き点の数

の曲線の点を形成するステップと、前記曲線の最小点を時間的マーカとして決定

するステップとを含むことを特徴とする超音波画像処理方法。
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【請求項６】  請求項１ないし５のいずれか１項に記載の超音波画像処理方法に

おいて、前記画像瞬時の関数における１画像あたりの色分け点の数の曲線の一次

微分を計算するステップと、前記一次微分の増加部分におけるゼロ点として前記

曲線の最小点を決定するステップとを含むことを特徴とする超音波画像処理方法

。

【請求項７】  請求項１ないし６のいずれか１項に記載の超音波画像処理方法に

おいて、前記第２速度において前記壁運動グラフィックスを有する画像の第２列

を、超音波グレイスケール画像列および壁運動グラフィックスの画像列を形成す

ることによって形成するステップと、前記壁運動グラフィックスを前記グレイス

ケール画像に各画像瞬時において重ねるステップとを含むことを特徴とする超音

波画像処理方法。

【請求項８】  請求項１ないし７のいずれか１項に記載の超音波画像処理方法に

おいて、前記時間的マーカの第２組の形成に関して、各画像瞬時において前記動

脈壁位置に基づいて前記動脈の平均拡張を決定するステップと、前記画像瞬時の

関数における前記動脈平均拡張の曲線を形成するステップと、前記曲線の最小点

を時間マーカとして決定するステップとを含むことを特徴とする超音波画像処理

方法。

【請求項９】  請求項１ないし７のいずれか１項に記載の超音波画像処理方法に

おいて、前記第１および第２画像列の同期に関して、前記第２列の画像の画像瞬

時を決定するステップを含み、前記第２列の画像の画像瞬時が前記第１列の画像

の画像瞬時に対応することを特徴とする超音波画像処理方法。

【請求項１０】  超音波データを取得するプローブに接続された超音波標準的シ

ステムと、表示システムとを有し、心拍周期の関数における血流速度および壁運

動の表示を有する動脈区分の画像の複合列を表示する超音波診断システムにおい

て、該超音波診断システムが、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法を

実行するために、第１速度において血流速度色分け画像の第１列を形成し、第２

速度において壁運動グラフィックスを有する画像の第２列を形成する第１サブシ

ステムを具え、

  前記複合画像列を、前記第１画像列における前記心拍周期に関する時間的マー
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カの第１組を前記第１画像列において前記画像の瞬時の関数における１画像あた

りの色付き点の数の曲線の最小点として決定し、前記第２画像列における同じ心

拍周期に関する時間的マーカの第２組を前記画像瞬時の関数における前記動脈平

均拡張の曲線における最小点として決定し、前記第１および第２画像列を前記２

つの組の個々のマーカを同期することによって構成する第２サブシステムを具え

ることを特徴とする超音波診断システム。

【請求項１１】  請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法を実行する命令

の組を具えるコンピュータプログラム製品。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

発明の範囲

  本発明は、心拍周期の関数における血流速度および壁運動の表示を有する動脈

区分の画像の複合列を表示する超音波画像処理方法において、第１速度において

、血流速度で色分けされた画像の第１列を形成するステップと、第２速度におい

て、壁運動グラフィックスを有する画像の第２列を形成するステップとを含む方

法に関する。本発明は、この方法を実行する超音波診断結像システムにも関する

。

【０００２】

  本発明は、医療用エコーグラフィック結像の分野において使用し、動脈の異常

、特に狭窄の非侵入的研究用の心臓血管に関する診断ツールを提供する。狭窄の

診断基準は、動脈直径の急な縮小である。他の基準は、狭窄された区域における

血流速度である。したがって、この医療分野は、狭窄された動脈を容易に診断す

るために、動脈壁及び血流速度に関するパラメータを研究する非侵入的手段に対

する必要性を有する。

【０００３】

発明の背景

  血流速度と、心拍周期の関数としての壁運動の表示と共に動脈部分の画像の複

合列を表示する方法は、ＰＣＴ特許出願ＷＯ９９／２５２５０から既知である。

この方法は、第１速度において、血流速度で色分けされた画像の第１列を形成す

るステップと、第２速度において、壁運動グラフィックスを有する画像の第２列

を形成するステップと、最終的に、前記第１及び第２列を、外部ＥＣＧ装置を使

用して前記第１及び第２列に関して別々に予め測定された前記心拍周期の開始の

マーカを同期することによって重ねるステップとを含む。この目的のため、前記

ＥＣＧ装置を、超音波測定手段への補足において被験者に用いるべきである。前

記第１及び第２列の開始及び終了点をさらに形成し、計算ステップを使用するこ

とによって一致させる。次に、前記複合画像列を表示する。

【０００４】
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  上述したように、狭窄又は他の病気を診断するために、前記壁の実際の運動の

表示を前記血流速度と共に利用可能にすることが重要である。技術的な問題は、

動脈壁半径方向速度を与えるのに好適なデータの第１組を、ドップラ画像化又は

ＣＶＩのいずれかを与えるのに好適なデータの第２組の処理と共に処理すること

が、前記第１および第２データ組が実際には約１対５０の比における動脈壁およ

び血流の個々の速度により両立しないため、困難であるという事実にある。これ

は、最新技術として引用した文献がなぜ前記第１および第２データ組を同期させ

るために追加のＥＣＧ測定に基づくシステムを使用するかの理由である。

【０００５】

発明の要約

  本発明の目的は、これら２つのデータから形成された画像の２つの列を同期す

る画像処理方法を提供することである。

【０００６】

  この問題は、請求項１において請求した方法によって解決される。

【０００７】

  この方法は、前記同期を独自画像処理を使用して行う利点を提供する。この方

法は、患者に追加のＥＣＧ測定手段を受けさせず、操作者に追加のＥＣＧ測定を

行わせない。この方法はまた、超音波測定とＥＣＧ測定とを一致させるときに現

れる不正確を回避する。この方法はまた、動脈壁動作が血流速度の色分けされた

表示と共に明瞭に見えるようになるという利点を提供する。その結果、医師は、

狭窄又は動脈異常を容易に診断できる。

【０００８】

  前記方法を実行する手段を有する超音波診断システムは請求項１０において請

求され、動脈壁異常の非侵入的診断用ツールを構成する。

【０００９】

好適実施形態の説明

  図１を参照し、本発明の原理にしたがって構成された超音波診断画像化システ

ムを、単純化したブロック図の形態において示す。この超音波診断画像化システ

ムは、動脈のエコーグラフィック画像の列を構成及び表示するサブシステム１、
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１００、２００及び３００を具え、前記列は、動脈壁運動を表すグラフィックラ

インが重ねられた色分けされた血流速度画像を含む。前記列の構成された画像は

２－Ｄ画像である。さらに説明された方法及びシステムによって解決された問題

は、前記２－Ｄ画像の各ラインを構成するのに適切な情報の決定による各列画像

構成である。以下に説明する実施形態の例において、前記超音波画像化システム

を、媒体において位置する動脈の検査用ツールとして使用する。

【００１０】

  超音波サブシステム１は、プローブ又は走査ヘッド１０に結合し、表示手段４

０を設けた標準超音波装置２０を具える。標準的超音波装置２０の動作は、

観測される媒体６と接触したプローブ１０を、周期的励起によって超音波を前記

媒体に所定の方向において送信し、前記媒体において出合った障害物によって返

されたエコーを同じ方向ＯＺにおいて受信することに関して、設定することを含

む。プローブ１０を、前記ＯＺ軸に対して垂直な向きＯＹを有する線形アレイに

おいて組立てられた超音波変換器で構成してもよい。個々の送信／受信ラインは

、対応する位置において発生された音響ビームに対応する。

【００１１】

  図２を参照し、プローブ１０に接続された標準的超音波装置２０は、前記プロ

ーブに印可される励起信号を発生する送信機／受信機段２２を含む。前記プロー

ブ変換器は、これらの信号を、予め決められた回帰性周波数によって供給される

超音波パルス信号の周期的列に変換する。前記返された音響信号を、送信機／受

信機段２２によって受信し、結合し、ビーム形成を行う。制御信号を、さらに、

送信機／受信機段２２によって供給し、プローブ１０と、サブシステム１００及

び２００において含まれるパルス信号段及び速度評価段１１０、２１０を制御す

る。

【００１２】

  送信機／受信機段２２の送信モードにおいて、前記媒体を励起ラインの方向Ｏ

Ｚに沿って走査する。受信モードにおいて、考慮中の励起ラインに沿って出合っ

た障害物によって返されたエコーの前記媒体における伝播時間及び振幅を考慮し

て、各励起ラインの画像を形成しする。送信機／受信機段２２の送信モードにお
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いてプローブ１０の各励起ラインは、したがって、画像形成段３２による参照さ

れた強度画像の列３１の形成を可能にする参照された音響高周波数信号を発生す

る。前記強度画像列を超音波グレイスケール画像列３１と呼び、この画像列を、

そのラインと呼ばれる各列が１つの励起ラインの情報を含む２－Ｄ画像の形態に

おいて表示する。その結果、前記２－Ｄ画像は、約２８ｍｍの動脈の一部を表す

予め決められた数のラインを含む。

【００１３】

  図３を参照し、本発明の原理にしたがって構成された超音波診断画像化システ

ムを、詳細なブロック図の形態において示す。超音波診断画像化システム１に、

  動脈の色分けされた血流速度画像の第１列１３１を与える第１サブシステムす

なわち第１手段１００と、

  前記動脈壁運動を表すグラフィックラインの第２画像列２３１を与える第２サ

ブシステムすなわち第２手段２００と、

  前記第１及び第２列の画像を同期し、前記壁運動を表すグラフィックラインを

重ねた色分けされた血流速度画像によって構成された他の画像の第３複合列３６

１を与える第２サブシステムすなわち第３手段３００とを設けた。

【００１４】

  第１、第２及び第３手段１００、２００及び３００をプログラムされたコンピ

ュータ手段とし、これらは、第１、第２及び第３サブシステムの各々と同じ結果

を有する以下に説明する方法のステップを実行することができる。図３を参照し

、サブシステム１００及び２００は、同じ種類だが異なった信号に用いるもので

ある比較手段を有する。前記第１サブシステムは、第１データ組を第１速度にお

いて取得し、この第１データ組が血流速度（Ｖ１）の画像列を与える処理に適切

になるようにすることにも注意すべきである。前記第１速度を、例えば１秒あた

り３０画像程度とする。さらに、前記第１サブシステムは、第２データ組を第２

速度において取得し、この第２データ組が壁運動速度（Ｖ２）の画像列を与える

処理に適切になるようにする。前記第２速度を、１秒あたり２００画像程度とす

る。

【００１５】
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  図３を参照し、第１超音波サブシステム１００を、その動作を動脈の区分の異

なった部分における血流速度の決定を可能にする色分け速度画像化モードに制限

するために、標準的超音波システム１に結合する。この目的のため、この第１超

音波サブシステム１００は、

  血流評価段１１０と、

  血流速度画像化段１２０と、

  画像列を格納するメモリシネループ１３１とを具える。

【００１６】

  さらに図１を参照し、長手方向であり、Ｘ’Ｘ軸と平行を意味する前記血流速

度の評価に関して、前記超音波プローブによる前記媒体の走査を、前記動脈を前

記長手方向Ｘ’Ｘ軸とある各を成すように走査するように行う。前記動脈血流速

度の評価のこの制限は、前記角度を考慮したＯＺ軸への投影によって得られた長

手方向速度値成分の評価に基づく。前記動脈の動作を、完全な心拍周期に渡って

観測しなければならない。したがって、少なくとも心拍周期である期間をカバー

する合計数Ｎの画像の列を形成しなければならず、前記画像を各瞬時ｎにおいて

発生し、Ｎを１より大きい数とする。その結果、前記血流速度画像列及び動脈周

期に共通のタイムマーカを確認しなければならず、これらを以後、連続駆動脈周

期の開始ｎ１，ｎ２，ｎ３，．．．と示す。したがって、前記動脈における血流

を、前記心拍周期の種々の位相と関連して測定することができる。

【００１７】

  血流評価段１１０は、送信機／受信機段２２によって発生された高周波信号２

１の処理を行う。Ｓ１（Ｘ，Ｚ，ｎ）で示す前記高周波信号２１を、送信機／受

信機段２２によって、血流速度画像列の前記Ｎ画像の瞬時ｎの関数としての形成

に適切な前記第１速度において発生する。グレイスケール画像形成段３２によっ

て前記第１速度において発生された対応するグレイスケール画像列３１は、Ｉ１

（Ｘ，Ｚ，ｎ）で示す強度信号に基づく。血流評価段１１０は、血流速度評価を

、当業者には既知のどのような方法において評価してもよい血流パラメータを評

価することによって行う。例えば、これらのパラメータを、ＣＶＩによって、又

はドップラー実施形態によって与えてもよい。
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【００１８】

  （色分け速度画像から）ＣＶＩと呼ばれる第１画像化技術は、血流速度を、時

間領域処理によって直接測定する。ＣＶＩは、血液細胞の個々のクラスタを超音

波を使用して追跡し、移動距離および時間を測定する。ＣＶＩは、シグネチャ検

出の原理に基づく。時間領域相関処理において、第１エコーをディジタルメモリ

に格納する。信号の形状は、血液細胞の相対位置をトレースし、これを前記クラ

スタの超音波シグネチャと呼ぶ。数マイクロ秒後、第２エコー信号を格納する。

計算システムは、前記２つの信号シグネチャを、これら２つのシグネチャをこれ

らが完全に一致するまでシフトすることによって解析する。この時間シフトを、

組織中の音速を使用して、前記血液細胞が移動した距離に直接関係させる。血液

細胞速度を、この測定された距離を、２つの対応する超音波パルス間の時間で割

ることによって得る。ＣＶＩはピーク速度を測定することに注意すべきである。

管軸と超音波ビームとの間のコサイン角の補正を行い、前記速度計算を赤及び青

の影において符号化する。

【００１９】

  ＣＶＩ技術に基づく第１実施形態において、血流評価段１１０は、最初に、一

定であるとみなされるエコー、特に、研究している血流が生じる前記動脈壁から

の超音波の反射によって生じるエコーを抑制する一定エコー抑制動作を行う。前

記一定エコーの存在を、これらの振幅が血流速度を決定するのに有用な信号、す

なわち、移動する血液細胞のクラスタによって返される信号の振幅より大幅に、

動脈壁の場合において約４０ｄＢ大きいため、除去しなければならない。前記血

流速度評価段１１０は、前記血流パラメータをさらに評価する。前記一定エコー

抑制動作によって連続的に供給される２つの連続的励起ライン間の信号差に基づ

いて、血流速度評価段１１０は、相関関数値を供給し、これらの値に基づいて、

前記血流速度評価段１１０は、前記超音波の伝播の軸に沿って出合った異なった

流速を特徴付けるパラメータを供給する。これらのパラメータは、伝播のＯＺ軸

に沿った所定の深さ位置における血流局所平均速度Ｖ１（Ｚ，Ｘ，ｎ）の軸成分

である。血流評価段１１０において、前記相関関数計算を、送信機／受信機段２

２のシーケンサによって制御し、好適には、得られる主な相関ピークが線形補間
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に好適な三角形状であるという利点を提供する１ビット相関器によって行う。前

記相関関数又はその平均値の形成を、主な相関ピークの再構成を可能にするマイ

クロプロセッサ又はテーブルによって形成してもよい補間器に供給する。前記相

関ピークの横座標は、格納された前記媒体における所定の深さにおける局所速度

Ｖ１（Ｚ，Ｘ，ｎ）の決定を可能にする。

【００２０】

  第１実施形態ＣＶＩにおいて、画像形成段１２０は、前記血流の速度値Ｖ１（

Ｚ，Ｘ，ｎ）を、標準的超音波システム２０の画像形成段３２において前記第１

速度において形成されたグレイスケール３１の列の画像、すなわち、強度画像Ｉ

１（Ｘ，Ｚ，ｎ）と共に処理する。前記速度を、異なった色において、速度の範

囲と前記範囲における速度のレベルとを示す前記色のいくつかの色合いにおいて

色分けし、前記色分けされた速度のマップを個々のグレイスケール画像に重ね、

色分け血流速度画像列を形成するようにする。

【００２１】

  ドップラと呼ばれる第２画像化技術は、多くの超音波システムにおいてすでに

使用され、ドップラ変換器の元の送信周波数パルスからの周波数シフト及び位相

シフト変化を測定することによって間接的に血流速度を計算する。これらのシフ

トは、血液細胞クラスタの運動によって生じる。ドップラ速度決定は、平均速度

に基づく。前記管軸及び超音波ビーム間のコサイン角の補正を行い、前記速度計

算を色分けする。

【００２２】

  ドップラ技術に基づく第２実施形態において、血流評価段１１０は、超音波サ

ブシステム１の段２０によって発生されたドップラエコー信号を処理し、速度に

対応する周波数と強度に対応するドップラパワーのようなドップラシフト特徴を

得る。ドップラプロセッサは、前記動脈の同じ空間位置から受信された２つ以上

のエコー列の全体を処理し、ドップラ位相又は周波数シフトを決定する。前記ド

ップラプロセッサは、前記ドップラシフトを、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）又は

自動相関動作によって評価してもよい。好適には、前記ドップラ評価器は、自動

相関を時間及び空間の双方において行って正確な高分解ドップラシフト評価を発
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生する２次元自動相関を用いる。前記ドップラ評価器は、低周波組織信号成分を

前記エコー信号から除去するウォールフィルタを使用して動作し、血流情報のみ

を表示する。前記ウォールフィルタの動作を、例えば、それ以上でドップラ周波

数が一般的に血流速度に対応する５０Ｈｚないし５００Ｈｚの範囲におけるカッ

トオフ周波数又は速度を与えるパスバンドによって行う。色流れ画像化に関して

、前記ウォールフィルタを用い、この血流速度パスバンドより下の信号を除去す

る。組織から返るエコーは、一般的に、５０－５００Ｈｚカットオフより下のよ

り低い周波数のパスバンドにおいて見られる。

【００２３】

  前記ドップラ実施形態において、血流速度画像化段１２０は、区分化血流信号

を処理し、必要なら所望の画像フォーマットへの走査変換を含んでもよい。前記

信号を、ある範囲の色値にカラーマッピングする。ドップラ信号のカラーマップ

を、ビデオプロセッサを使用して超音波サブシステム１の段３２によって与えら

れたグレイスケールマップに重ねてもよい。

【００２４】

  前記ドップラ実施形態に関するように前記ＣＶＩ実施形態に関し、前記速度を

示す色を強度のグレイスケール値３１に重ね、したがって、１３１として示す色

分け血流速度画像列を形成する。この色分け血流速度列１３１を、さらに、シネ

ループ１とラベル付けされたメモリ１３０に格納する。

【００２５】

  図３及び図５を参照し、第２超音波サブシステム２００を、グラフィックモー

ドにおける動作の制限のために、標準的超音波システム１に結合し、前記グラフ

ィックモードは、心拍周期中の瞬時における血流の方向と直交する動脈壁速度の

決定を可能にし、脈動波がウェーブガイドとみなされる前記動脈内で伝播し、こ

れらの動作についての快適な観察の為に前記動脈の運動を再生するグラフィック

スの構成を可能にする。第２エコーグラフィックサブシステム２００を、特に壁

の変位の範囲に従うように実現する。研究されている媒体６の動脈区分を２次元

的にできるだけ素早く走査し、時間的相関動作２３０を、Ｎ画像の列における１

画像ずつ行う。最高壁速度は１０ｍｍ／秒程度である。したがって、１画像周期
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を７．５ミリ秒程度にしなければならない。１画像あたりの励起ラインの数を、

例えば、０．５ｍｍ又は０．２５ｍｍの走査ステップ（励起ライン間距離）でｘ

＝６８又はｘ＝１１２とし、これは２８ｍｍの動脈区分の視覚化を可能にする。

前記画像の各励起ラインに対応する信号間の遅延を、前記励起ライン数及び前記

励起ライン間の距離を増加又は減少することによって調節してもよい。メモリを

、好適には、２つの相関信号間の必要な遅延を与えるために壁速度評価段２１０

の入力部において利用可能としてもよい。

【００２６】

  この第２超音波サブシステム２００は、動脈区分を表す画像列を形成するステ

ップと、予め決められた空間的振幅スケールにしたがって、前記壁境界の各走査

点において心拍周期の所定の瞬時ｎにおいて媒体６において、プローブ１０によ

って走査された前記動脈区分の内壁境界３ａ及び３ｂの運動を表すグラフィック

ラインＤＰ１及びＤＰ２のパターンを計算するステップを実行する処理段を含む

。これらのグラフィックラインは、通常に対する前記壁変位の形状及び振幅に基

づいて、壁障害９の診断を可能にする目的を満たす。

【００２７】

  その結果、この第２サブシステム２００は、

  壁運動評価段２１０と、

  壁運動グラフィック画像化段２２０と、

  画像列２３１を格納するシネループ２で示されたメモリとを具える。

【００２８】

  さらに図１を参照し、ここで前記動脈壁の速度の評価に関して、この速度は半

径方向であり、エコーグラフィックプローブ１０による前記媒体の走査を、前記

動脈がその長手方向軸Ｘ’Ｘ軸の方向において長手方向に走査され、前記励起ラ

インが、前記動脈の長手方向断面強度画像を得るために、Ｘ’Ｘ軸と直交すると

みなし、前面壁２ａ及び背面壁２ｂの視覚化を可能にするように行う。方向ＯＺ

の前記励起ラインによって与えられる前記画像と、と各２－Ｄ画像の列とを、こ

の方法によって形成する。方向ＯＺの前記励起ラインによって与えられる画像は

、この方法によって形成される各２－Ｄ画像の列である。壁運動評価段２１０は
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、前記壁運動速度の決定と調和する第２速度において送信機／受信機段２２によ

って発生されたＳ２（ｘ，ｚ，ｋ）で示す高周波信号２１の処理を行う。ここで

、ｋを信号の組における信号の瞬時又は数とし、これを第２信号速度において取

得する。この信号の組から、超音波サブシステム１は、段３２において形成され

たＩ２（ｘ，ｚ，ｋ）で示す強度画像又はグレイスケール画像の列も与える。前

記脈動波の影響の下で、動脈壁２ａ及び２ｂは、その振幅及び速度を決定しなけ

ればならない周期的半径方向運動を受ける。前記動脈壁の状態に応じて、前記脈

動波によって誘発される圧力変化は、一様な動脈拡張又は歪んだ組織運動のいず

れかを形成する。前記動脈の動作を、完全な心拍周期に渡って観測しなければな

らない。したがって、少なくとも心拍周期に等しい期間をカバーする合計数Ｎの

画像を形成しなければならず、Ｎを１より大きくする。前記画像列及び心拍周期

に共通のタイムマーカを確認しなければならない。これらのタイムマーカを、前

記心拍周期の開始点ｎ１及びｎ２で示す。その結果、前記動脈壁の動作を、前記

心拍周期の種々の位相と関連して観測することができる。

【００２９】

  サブシステム２００において、前記壁の振幅及び変位を、時間的相関動作を行

う壁速度評価段２１０において決定する。この時間的相関動作中、組織構造の運

動によって発生された連続超音波エコーと、標準的超音波システム２０の送信機

受信機段２２において発生された連続超音波エコーとを、これらの相関機能によ

って比較する。前記組織構造のある超音波放射から次の超音波放射までの変位を

、受信に応じてこの変位によって導入される遅延に対応する相関ピークの変位を

考慮して評価する。段２１０の相関動作は、Ｖ２（Ｘ，Ｚ，ｋ）で示される２次

元速度画像の第２列の形態において速度測定を与える。次に、壁運動評価段２１

０において、後処理と呼ばれる動作中、前記壁運動を、エコーの振幅を測定する

動作によって形成された対応するエコー振幅画像Ａ２（Ｘ，Ｚ，ｋ）における前

記動脈壁の場所を決定することと、前記動脈壁速度画像における前記動脈壁の場

所を変換することに関して局所化する。段２１０において、前記後処理動作中、

適応できるしきい値をさらに計算し、内壁境界に対応する変化をフィルタ処理に

よってさらに滑らかにするディジタル振幅画像を発生するために、各振幅画像１
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１１Ａ２（Ｘ，Ｚ，ｋ）に用いる。段２１０の後処理動作は、その後、内壁境界

３ａ及び３ｂの検出の動作を含む。前記画像を、したがって、これらの境界にお

いて位置する点を検出するために、方向ＯＺの励起ラインに沿って走査する。前

記後処理動作は、上側壁及び下側壁２ａおよび２ｂの各々のＤ１及びＤ２で示さ

れた壁変位値の評価も含む。前記画像列の各画像ｎのＸ’Ｘ軸における座標Ｘを

有する各ラインに関して、変位Ｄ１及びＤ２を、前記壁の瞬時平均速度によって

計算する。結果として生じる壁変位を、前記変位がゼロである心拍周期の時間的

マーカｋ１，ｋ２．．．を決定するために処理する。これは、前記振幅画像から

抽出された壁境界から得られた心拍周期の開始に対応する基準位置ＲＥＦ１及び

ＲＥＦ２を決定することを可能にする。

【００３０】

  図３及び図５を参照し、壁運動グラフィック画像化の段２２０は、前記第２速

度においてサブシステム１の画像形成段３２によって供給されたＫ強度画像Ｉ２

（Ｚ，Ｘ，ｋ）における各画像ｋにおいて、

  前記心拍周期の開始に対応する基準ラインＲＥＦ１およびＲＥＦ２と、

  各瞬時ｋにおける前記壁境界の点の変位Ｄ１およびＤ２を表し、前面および背

面動脈壁各々の運動をシミュレートするグラフィックラインＤＰ１およびＤＰ２

の重なり合わせまたはグラフィック重ねを行う。

【００３１】

  壁運動グラフィック画像化段２２０によって供給された２３１として示す重な

り画像を、次に、シネループ２とラベル付けされたメモリ２３０に格納する。

【００３２】

  図３を参照し、第１サブシステム１００および第２サブシステム２００を、さ

らに第３サブシステム３００に接続し、この第３サブシステムは、正確に認識さ

れる時間的マーカと呼ばれる前記心拍周期の開始の瞬時を与える手段を有する。

前記第３サブシステム３００は、Ｎ色分け血流速度画像の第１列におけるｎ１，

ｎ２，ｎ３．．．と示される第１時間的マーカを与える第１手段と、Ｋ動脈壁運

動画像の第２列におけるｋ１，ｋ２．．．と示される第２時間的マーカを与える

第２手段とを有する。この目的のため、前記第３サブシステム３００は、
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  血流速度のＮ色分け画像の第１列における前記第１時間的マーカを検出する第

１段３１０と、

  前記動脈壁運動を表すグラフィックラインを重ねられたＫ画像の第２列におけ

る第２時間的マーカを検出する第２段３２０と、

  前記第１および第２時間的マーカを同期する第３段３３０と、

  壁運動を表現するグラフィックを重ねられた色分け血流速度画像列で形成され

た複合画像列を構成する第４段３４０と、

  ３６１で示される前記複合画像列を格納するシネループ３とラベル付けされた

メモリとを具える。

【００３３】

  したがって第１段３１０は、前記Ｎ血流速度画像の列に関係する時間的マーカ

の決定を含む。少なくともこの列に関する第１時間的マーカｎ１および第２時間

的マーカｎ２を決定し、Ｎより多くの血流画像を構成したい。前記第１時間的マ

ーカを決定するために、第１段３１０は、図５に示す曲線の構成の動作を含み、

この曲線の各点を、前記構成された血流速度画像の各々の対応する瞬時ｎにおけ

る各々の２－Ｄ色分け画像において評価された数Ｐｎの色付き点によって構成し

、Ｐｎ＝Ｆ（ｎ）とする。シネループ１に格納された色分け血流速度画像列１３

１を、各々の瞬時ｎにおいて形成されたグレイスケール画像３１の第１図から構

成され、これに応じて前記血流速度値のカラーマップの第２図を重ねることに注

意されたい。したがって、心拍周期検出の第１段３１０は、各瞬時ｎにおける前

記カラーマップの各々にある色付き点の数Ｐｎの計数を行う。この数Ｐｎは、前

記色分け画像の動脈の区分における前記瞬時ｎにおける血液の体積を表す。前記

計数を行うために、上側の前記図におけるカラーマップに属する各色付き点に１

に等しい値を与え、前記グレイスケールの下側の図にのみ属する各々の他の点に

ゼロに等しい値を与える。次に、各２－Ｄ画像を、前記画像点を走査し、２－Ｄ

画像毎に曲線Ｆ（ｎ）のある点を構成するこれらの画像点において見つかった値

を加えることによって処理する。この場合において、例えば、前記２＝Ｄ画像の

列を１秒当たり１５画像の速度において形成した場合、曲線Ｆ（ｎ）を１心拍周

期当たり約１５点で構成することができ、前記心拍周期を約１秒とする。
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【００３４】

  本発明によれば、曲線Ｆ（ｎ）が瞬時ｎの関数における規則的に間隔を置かれ

た最小点を示すことがわかり、前記最小点が前記心拍周期の開始点に対応する。

したがって、本発明によれば、曲線Ｆ（ｎ）のこれらの最小点を、血流速度画像

列１３１の対応する時間的マーカｎ１，ｎ２，ｎ３．．．を与えるために決定す

る。

【００３５】

  図６を参照し、曲線Ｆ（ｎ）の単純化した表現を、δ（ｎ）＝Ｆ（ｎ）－Ｆ（

ｎ－１）によって与えられた関数Ｆ（ｎ）の一次微分の曲線の表現と共に示す。

微分δ（ｎ）の曲線は、関数Ｆ（ｎ）が最小値を有するたびと、前記関数Ｆ（ｎ

）が最大値を有するたびとに値ゼロと交差する。ｎの関数における最小値位置の

みが、前記時間的マーカを決定するために関係する。したがって、正のしきい値

ＴＨを微分δ（ｎ）の曲線において指定し、前記しきい値に基づいて、前記微分

δ（ｎ）の関係するゼロ点を決定し、これらがしきい値ラインＴＨと交差する曲

線δ（ｎ）の増加する正の部分を開始する時間的マーカとして保存する。

【００３６】

  ここで、第２段３２０は、Ｋ壁運動画像の列に関する時間的マーカの決定を含

む。少なくともこの列に関する第１時間的マーカｋ１および第２時間的マーカｋ

２を決定し、Ｋより多くの血流画像を構成するようにしたい。前記第２時間的マ

ーカを決定するために、第２段３２０は、図７に示す曲線を構成する動作を含み

、この曲線の各点を、メモリシネループ２から生じた構成された壁運動画像列２

３１の各々対応する瞬時ｋにおける各２－Ｄ壁運動画像における平均拡張Ｄ（ｋ

）によって構成する。前記時間的マーカを、長手方向動脈軸Ｘ’Ｘに沿った前記

平均動脈拡張の時間的変化の解析によって決定する。この平均拡張Ｄ（ｋ）を、

瞬時ｋにおける前記２－Ｄ画像における動脈の区分の長手方向における座標Ｘ＝

０から座標Ｘ＝Ｘｍａｘまで積分された２つの壁２ａおよび２ｂの変位間の差と

して計算する

【００３７】

  図７を参照し、曲線Ｄ（ｋ）は、横軸ｋ１およびｋ２において最小値を示し、
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これらを、自動方法によって心拍周期の開始として認識しなければならない。こ

の目的のため、最小値および最大値ＭＩＮおよびＭＡＸを図７の曲線において検

出し、関数ｇ（ｋ）をこの検出に基づいて、

  ［Ｄ（ｋ）－ＭＩＮ］／（ＭＡＸ－ＭＩＮ）＞Ｄ０ならばｇ（ｋ）＝０、

  そうでなければｇ（ｋ）＝１

となるように計算する。したがって、関数ｇ（ｋ）は、Ｄ０で示される予め決め

られたしきい値より下の曲線Ｄ（ｋ）の区分を有効にする。これらの区分の各々

において、Ｄ（ｋ）の最小値を決定し、対応する瞬時ｋ１およびｋを連続する心

拍周期の開始として格納する。

【００３８】

  第３段３３０は、前記血流速度画像列に関係するマーカｎ１およびん２と、前

記壁運動画像列に関係するマーカｋ１およびｋ２との間の同期化を行う。ｋ１と

ｋ２の間の所定の瞬時ｋにおいて形成された各壁運動画像を、さらに、ｎ１とｎ

２の間の対応する瞬時ｎにおいて形成された対応する血流速度画像と、

  ｋ１がｎ１と対応し、ｋ２がｎ２と対応し、

  ｋがｎと対応し、ｋ１≦ｋ≦ｋ２およびｎ１≦ｎ≦ｎ２

となるように同期させなければならない。このようにして、αで示される比例係

数を規定すると、ｎの値とｋの値との間の一致は、

  ｋ２－ｋ１＝α（ｎ２－ｎ１）およびｋ－ｋ１＝α（ｎ－ｎ１）

の関係によって与えられ、これから、

  α＝（ｋ２－ｋ１）／（ｎ２－ｎ１）およびｋ＝α（ｎ－ｎ１）＋ｋ１

  ｋ＝［（ｋ２－ｋ１）／（ｎ２－ｎ１）］（ｎ－ｎ１）＋ｋ１

となる。

【００３９】

  複合画像列形成の第４段３４０は、データ３３１と呼ばれる情報であるこのｋ

の値を受け、メモリシネループ１において格納された第１速度における画像の第

１列１３１とメモリシネループ２において格納された第２速度における画像の第

２列２３１の同期を可能にし、これらの画像を重ね、壁運動グラフィックスを重

ねられた色分け血流速度画像の３６１で示される複合列を与えることを可能にす
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る。

【００４０】

  この複合画像列３６１を、その後、シネループ３とラベル付けされたメモリに

格納する。シネループ３に格納された画像列３６１を、シネループ１およびシネ

ループ２の第１および第２列に関する第３速度において形成してもよいが、好適

には、前記２つの速度より低い速度、例えば表示に十分な１秒当たり３０画像に

おいて形成する。

【００４１】

  表示装置４０による複合列３６１の表示中、医師は、前記動脈壁の変位を色分

けされた血流速度と共にシミュレートするグラフィックラインの歪み又は非歪み

を量的および質的に評価することができる。医師は、これらから、下にある血流

速度画像の動脈壁にリンクした狭窄の存在および深刻さ、又は弾力欠陥を得ても

よい。リアルタイムにおける前記動脈の視覚化は、前記血流速度と共に、Ｘ’Ｘ

と平行な動脈軸を通る断面を得るようなエコーグラフィックプローブ１０の位置

の最適化を可能にする。

【００４２】

  本発明をエコーグラフィック信号の処理に関して説明したが、電気、電磁気等

の異なった性質の信号の処理にも用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】  超音波診断画像化システムの単純化したブロック図を示す。

【図２】  標準的超音波システムのブロック図を示す。

【図３】  超音波診断画像化システムの詳細なブロック図を示す。

【図４】  壁運動を図式的に表すグラフィックライン重ねられた動脈の色分けさ

れた血流速度画像を示す。

【図５】  色分け速度画像における色付けされた点の数を列における前記画像の

瞬時ｎの関数において示す関数Ｆ（ｎ）の曲線を示す。

【図６】  曲線Ｆ（ｎ）を前記曲線の微分δ［Ｆ（ｎ）］と共に示す。

【図７】  時間的瞬時ｋの関数として動脈の壁平均変位Ｄ（ｋ）の曲線を示す。
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【図１】

【図２】
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【図３】



(22) 特表２００３－５１５４２３

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】
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【国際調査報告】
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